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平成26年４月から消費税率が８％に引上げられています。
所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な
措置として、臨時福祉給付金の支給を行うものです。

  以下の要件を満たす方が対象となります。
１．平成27年１月１日時点で、八峰町に住民票がある方
２．平成27度分の住民税が課税されない方
　　　　　・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
※ただし、　（住民税において、課税者の扶養となっている場合）　　は除きます。
　　　　　・生活保護制度の被保護者となっている場合　など

１人につき　６，０００円　　※支給は１回です。

対象見込者には９月中に申請書を発送します。申請書に記入し、必
要書類を添付して、福祉保健課　福祉係へ申請してください。

■問合せ先　　八峰町福祉保健課　福祉係　☎７６－４６０８
　　　　　　　厚生労働省専用ダイヤル

☎０５７０－０３７－１９２
9：00～18：00（平日のみ。ただし、８月１日～12月20日は土日祝も開設）

住所　八峰町八森字中浜23ー5
電話　77ー3418

山ちゃん
焼鳥 １本80円～120円   1,000円以上で配達します!

午後３時までのご予約で、当日配達も可能です

八森地区に限り　午後６：00まで配達!

焼鳥
焼肉

TEL0185ー76ー2041
営業時間　7：30～19：00　　　不定休

おみやげに当店のお菓子はいかがですか

チョコムースの
シュークリーム
チョコムースの
シュークリーム
チョコムースの
シュークリーム

しょっつるだし みたらしだんご

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

社会保障・税番号制度　マイナンバー制度　について

マイナンバーとは？
平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の

番号をマイナンバーといいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日

などと関係のない番号が割り当てられます。

生涯にわたって使うものですので、大切にしてください。

また、法人には１法人１つの法人番号（13桁）が指定されます。

10月以降、通知カードが住民票の住所地へ送付されます
　通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別（基本４情報）、マ

イナンバーが記載されますが、顔写真は掲載されません。

　通知カードは住民票の住所地に転送不要の簡易書留で送られます。一人暮らしの方等で、郵便局に転送

届を提出していても届きません。長期間、医療機関や施設に入院・入所されている等の諸事情により、住

民票の住所地で受け取ることができない方は、通知カードの送付先を現在の居住地に変更することができ

ます。この場合、９月25日必着で「居所情報登録申請書」を役場総務課へ提出してください。申請書は

総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/）などでダウンロードできます。詳

しくは役場総務課へお問い合わせください。

マイナンバーの通知
住民票の住所地に転送不要の簡易書留でマイナンバーを通知します。

以下の３つが入っているか確認してください。

①　通知カード（紙製）

②　「個人番号カード」申請書と返信用封筒

　　※個人番号カードの交付を希望される場合は、この申請書を提出する必要があります。

③　説明書

平成27年10月～

■問合せ先　　八峰町総務課　☎76－4601

　　　　　　　マイナンバーコールセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　☎0570－20－0178（9：30～17：30　土日祝日、年末年始を除く）


